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件 名 
  東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部を改正 

 する規則について 区分 ○ １審議事項  ２報告事項 
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 規則 

 

 部課 
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１．要 旨 

（１）改正理由 

育児休業法に規定されている部分休業の延長制度として導入した子育て部分休暇につ

いての内容を追加するため、規則の一部を改正する。 

 

（２）主な改正内容 

部分休業期間等の取扱いに関する規定に、子育て部分休暇を追加する。 

 

（３）施行日  

令和８年４月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   総務課による事前審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議における審議終了後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 決定 

  


